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平成３０年 第５回 神埼市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時  平成３０年５月２日（水） 午前９時３０分開会 

２ 開催場所  神埼市役所３－３会議室 

３ 出欠者の状況 

出席委員 １２名 

欠席委員  １名 

傍 聴 者  なし 

番号 役 職 氏  名 出欠 

１ 会 長 森  義博 出 

２ 副会長 筒井 信秀 出 

３ 副会長 服巻 玉美 出 

４ 委 員 香月 涼子 出 

５ 委 員 馬渡 次秋 出 

６ 委 員 原  隆行 出 

７ 委 員 大田 一秀 出 

８ 委 員 福田 省二 出 

９ 委 員 角田 良正 出 

１０ 委 員 鶴  博行 出 

１１ 委 員 福田  肇 出 

１２ 委 員 黒田 和吉 出 

１３ 委 員 本間 昭久 欠 

 

４  議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

３番 服巻委員      ４番 香月委員 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 鶴智広   副課長 山口秀利 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第４条第１項第８条の規定による２ａ未満の 

農業用施設の承認申請について                  １件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について          ３件 

議案第３号 非農地証明について                         １件 
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議案第４号 あっせん委員の指名について                    １件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定関係）について     １０８件 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について    ７件 

追加議案第１号 農地法第５条第４項の規定による協議に係る 

農業委員会の意見について                  １件 

 

５ 説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長      鶴智広 

農政農地副課長   山口秀利 

農政農地係主事   糸山碧 

【農政水産課職員】 

農政水産課参事   音成栄志 

農政企画係主事   川端晃博 

（開会） 

事務局長 

おはようございます。 

本日は大変お忙しい中、総会に出席していただき誠にありがとうございます。 

５月１日付の人事異動により農政水産課の方より参りました鶴と申しますよろしくお願いい

たします。また、税務課の方より移動してまいりました糸山ですよろしくお願いいたします。 

糸山主事 

税務課の方から異動して参りました糸山です。 

農業のことはわからないことも多いので皆様からのご指導ご鞭撻をよろしくお願いたしま

す。 

事務局長 

 それでは、着席して議事を進めさせていただきます。 

平成３０年第５回神埼市農業委員会総会の開催にあたりまして、会長のあいさつをお願い

いたします。 

（会長のあいさつ） 

会長 

今日一日雨の用でございますけれども、来るとき田んぼの麦の穂がなびいているようで、

倒伏が大変心配になるところでございます。 

先ほど、人事異動の話がありましたけれども、鶴局長、糸山さん、私たち農業委員・推進

委員の活動に対しまして、ご指導いただきますようよろしくお願いいたします。 
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それから、ご承知のように私たちの仲間である服巻副会長、見事、市議会議員ということ

で当選をされました。 

私たちも大変心強い限りでございますし、また、これからは神埼市全体に目を向けていた

だいて、ご活躍されることを願うところでございます。 

それでは、只今から、平成３０年第５回神埼市農業委員会総会を開会いたします。 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１２名です。 

欠席届が１３番本間委員より提出されております。 

定足数に達していますので本日の総会は成立いたします。 

事務局長 

これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、会長

に議長をお願いいたします。「森」会長、よろしくお願いいたします。 

（議長登壇） 

議長 

それでは、お手元の総会次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会会議規則第２１条第３項の規定に基づき、本総会の議事録署名委員

は３番「服巻」委員と４番「香月」委員の２名を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 

日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記を事務局の鶴局長、山口副課長を指名します。 

議長 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による ２ａ未満の 

農業用施設の承認申請について                   １件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について           ３件 

議案第３号 非農地証明について                          １件 

議案第４号 あっせん委員の指名について                     １件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画(利用権設定関係)について       １０８件 

報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について     ７件 

追加日程第１ 

追加議案第１号 農地法第５条第４項の規定による協議に係る 
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農業委員会の意見について                              １件 

以上、5議案 114件、報告第１号の 7件、追加議案の１件でございます。 

ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

議長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は挙手をされ、指名を受けてから、最初に議席

番号と氏名を言って、マイクを通して発言されるようお願いします。 

 

（議案第１号 農地法第４条第１項第８号関係） 

議長 

それでは、議案書の１ページをお開きください。 

議案第１号、農地法第第４条第１項第８号の規定による２ａ未満の農業用施設の承認申請

について議題といたします。 

受付番号１番について審議いたします。 

事務局より説明をいたします。 

事務局 

【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

議案第１号 農地法第第４条第１項第８号の規定による２ａ未満の農業用施設の承認申請

について説明します。 

受付番号１番、申請地の所在は千代田町○○ 字○○ ○○番○の田５４１㎡の内１７６

㎡で、申請人による育苗用苗床の設置で、工事完了は平成３０年５月３１日の予定です。 

農振除外は既に決定済みで、農地区分は「特定土地改良事業等の施行に係る区域内に

ある農地」の第１種農地に該当しますが、許可基準は用地選定を行った上で「農業用施設

などの設置」が該当します。 

位置図などを２ページと３ページに添付しています。 

申請は、必要書類が全て添付されていて、行政庁などとの必要な事前協議が行われてい

て、営農の効率化、省力化を図りつつ排水処理や被害防止についても適切に計画されてい

て問題ないと思われます。 

説明は以上です。 

議長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

議案第１号、受付番号１番について、地区担当委員の１２番「黒田和吉」委員のご意見を

お伺いいたします。 

８番 黒田和吉委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

１２番の黒田です。 
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第１号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区の推進委員さん地区の区長さんと共に現地の状況や内容などを本人を交えて

話をしましたけれども、周辺はほとんど申請者の土地でありますし、隣接する農地には全然

影響はないということで、区長さんも判断されております。みなさまのご審議をよろしくお願い

します。 

議長 

ありがとうございました。 

地区担当委員の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

受付番号１番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

（採決） 

議長 

質問も無いようでございますので、これより採決に入ります。 

議案第１号、農地法第第４条第１項第８号の規定による２ａ未満の農業用施設の承認申請

ついて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は承認することに決定いたします。 

 

（議案第２号 農地法第３条関係） 

議長 

次に、議案書の４ページをお開きください。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について議題といたします。  

受付番号１番から受付番号３番までを一括して審議いたします。 

事務局より説明をいたします。 

事務局 

【議案第２号、議案書を基に朗読後、説明】 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について説明します。 

議案書４ページに記載しています受付番号１番から３番までは、移転する権利は所有権

で、申請理由などは記載のとおりです。 各申請地の位置図を５ページから８ページに添付
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しています。 

各申請は、農地の全部の効率的耕作要件、経営面積の下限面積要件、農作業などへの

常時従事要件、農地の集団化、農作業の効率化など地域との調和要件を満たしていて、農

地法第３条第２項の各号にある不許可の要件に該当せず、許可基準を満たしているものと

思われます。 

 説明は以上です。 

議長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。受付番号１番から３番まで何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

無いようですので質疑を終了いたします。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請、受付番号１番から受付番号３番につ

いて、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

（議案第３号 非農地証明関係） 

議長 

次に、議案書の９ページをお開きください。 

議案第３号 非農地証明についてを議題といたします。 

受付番号１番について、審議いたします。 

事務局より説明をいたします。 

事務局 

【議案第３号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

議案第３号 非農地証明について説明します。 

非農地証明は、「神埼市農業委員会非農地証明事務取扱基準」の規定に基づき、申請さ
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れた事案の現地調査と事実確認などを行った上で総会にて審議します。 

受付番号１番 申請地の所在は、神埼町○○字○○ ○○番○の田３１１㎡で、非農地

の内容や申請人は記載のとおりです。 

農振除外は既に決定済みで、農地区分は「公共投資の対象ではない小集団の生産性の

低い」第２種農地。位置図と現地状況を１０ページと１１ページに添付しています。 

証明基準については、摘要欄に記載のとおり神埼市農業委員会非農地証明事務取扱基

準の規定に適合していて、地区及び土地改良区の同意や地区担当委員の確認も済んでい

ます。 

説明は以上です。 

議長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

議案第３号、受付番号１番の申請について、地区担当委員の１０番の「鶴」委員より現地

確認などのご意見をお伺いいたします。 

１０番 鶴博行委員 

【地区担当委員として意見並びに現地確認の結果報告】 

１０番の鶴です。 

第３号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の推進委員とともに現地の状況などを確認しましたが、申請地は本来は

追認の転用許可申請を行うべきですが、自宅の一部としてこれまで問題がなく管理されてい

て、地域の同意もあり、非農地証明に該当しているものと思います。 

図の１１ページをご覧いただくと分かるとおり申請者自宅のすぐとなりの申請箇所でありま

す。周りに隣接する農地もありませんので私も適格だと思っております。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議長 

只今、地区担当委員から説明がありました。 

これより質疑に入ります。受付番号１番について何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

無いようですので、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 
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これより採決に入ります。 

議案第３号 非農地証明、受付番号１番について、原案のとおり承認することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

 

（議案第４号 あっせん委員の指名） 

議長 

次に、議案書の１２ページをお開きください。 

議案第４号 あっせん委員の指名について議題といたします。 

受付番号１番について、事務局より説明をいたします。 

 

事務局 

【議案第４号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

議案第４号 あっせん委員の指名について説明します。 

土地所有者より佐賀県農業公社が行う農地売買等特例事業による売り渡し希望の申し出

があり、事業要件に適合した農地でしたので申し出を受理し、農地の存在する地域を考慮し

てあっせん委員の指名を行います。 

受付番号１番は、神埼町○○ 田 ３筆 ５，３６８㎡、畑 ６筆 ６，０５３㎡の合計１１，４２１㎡

で、申し出理由は「後継者がいないため」ということです。 

申し出者、売り渡し希望価格などは記載のとおりで、位置図を１３ページと１４ページに添

付しています。 

説明は以上です。 

議長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

あっせん売り渡しの申し出に係る あっせん委員を指名したいと思います。 

受付番号１番の土地の所在は、神埼町○○でございますので、８番の「福田省二」委員を

指名したいと思います。 

ご異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

異議なしということですので、８番の「福田」委員、よろしくお願いいたします。 

８番 福田省二委員 
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（挙手し）はい、わかりました。 

議長 

なお、同地区の横尾最適化推進委員にも、あっせん委員の補助をお願いすることといた

します。 

 

 （議案第５号 農用地利用集積計画関係） 

議長 

農政水産課の方の入室をお願いします。 

（農政水産課 入室） 

議長 

次に、別冊の議案第５号をご覧ください。 

それでは、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（利用権設定関係）について議題といたします。 

提案者である農政水産課から１ページの総括表について説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の総括表を基に朗読後、説明】 

農政水産課の川端と申します。よろしくお願いいたします。 

着席して説明させていただきます。 

 それでは、議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第１７条に基づき、農業経営基盤強化促進事

業を実施する場合、同法１８条に、市町村は利用集積計画を作成し、農業委員会の決

定を経て定めなければならない、とされておりますので、農業委員会の議決を求める

ものであります。 

ではまず、利用権設定関係総括表により説明しますので議案書の１ページ目をお開

きください。 

利用権設定関係総括表 利用権設定関係 

神埼町 新規６件、再設定５３件、計５９件 

内訳は、田１７９筆 ３０１，６３２㎡、畑３筆 ２，４３５㎡、計１８２筆 ３０

４，０６７㎡ 

千代田町 新規４件、再設定４５件、計４９件 

内訳は、田９０筆 ２２８，９７７㎡、畑１筆 ９１６㎡、計９１筆 ２２９，８９

３㎡ 

 神埼市 合計１０８件 

内訳は、田２６９筆 ５３０，６０９㎡、畑４筆 ３，３５１㎡、計２７３筆 ５３
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３，９６０㎡ となっております。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規

定された各要件を満たしていると考えます。 

総括表による説明は以上です。 

議長 

只今、総括表の説明が終わりました。 

次に、農用地利用集積計画について審議いたしますが、農業委員会等に関する法律第

３１条第１項の規定による議事参与の制限を受ける案件について先に審議いたします。 

それでは、９番角田委員が議事参与の制限を受けますので、角田委員の退室を求めま

す。 

（９番 角田委員 退室） 

議長 

 それでは、１０ページの農用地利用集積計画 千代田町 再設定 受付番号１５番の議事

参与の制限に係る案件について審議いたします。 

農政水産課に説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議事参与の制限に係る案件について議案書を基に朗読後、説明】 

議案書の１０ページの千代田町 再設定 １５番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田３筆 １４，１１３㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりとなっておりますので、お目通しをお願

いします。 

説明は以上です。 

議長 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

異議なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第５号、農用地利用集積計画、千代田町再設定の受付番号１５番について、原案の
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とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議長 

 それでは、９番角田委員の入室を許可します。 

（９番 角田委員 入室） 

議長 

次に、２ページの農用地利用集積計画、神埼町新規分の受付番号１番から６番について

審議いたします。  

農政水産課より説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の２ページの神埼町 新規１番から６番までの申し出について説明します。 

設定する内容は、田２０筆 ３５，３７９㎡、畑２筆 ２６４㎡、計２２筆 ３５，

６４３㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりとなっておりますので、お目通しをお願

いします。 

説明は以上です。 

議長 

農政水産課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長  

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

異議なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第５号、農用地利用集積計画、神埼町新規分の受付番号１番から６番について、原

案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議長 

次に、３ページから７ページの農用地利用集積計画、神埼町再設定の受付番号１番から

５３番について審議いたします。 

農政水産課より説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の３ページの神埼町 再設定１番から７ページの５３番までの申し出につい

て説明します。 

設定する内容は、田１５９筆 ２６６，２５３㎡、畑１筆 ２，１７１㎡、計１６０

筆 ２６８，４２４㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりとなっておりますので、お目通しをお願

いします。 

説明は以上です。 

議長 

農政水産課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

３番 服巻玉美副会長 

 ３番の服巻です。４ページの１２番○○さんのところの現在の経営面積が２，１７１㎡で設定

面積も２，１７１㎡ですがこの方は他の所にもいっぱい作ってあるんですが、違うんじゃない

かと思ったんですけどどうなってますか。 

議長 

 農政水産課より回答をお願いします。 

農政水産課 

 こちらの経営面積に関してですが、今回、通年での利用権設定となっております。 

○○さんに関してですが、こちらが期間借地での設定を多くされておりまして、今回は、通

年での設定となっております。 

議長 

よろしいですか。 

３番 服巻玉美副会長 

 はい。 

議長 
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ほかに質疑はありませんか。 

（意義なしの声あり） 

議長 

他に無いようですので、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第５号、農用地利用集積計画、神埼町再設定分の受付番号１番から５３番について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議長 

次に、８ページの農用地利用集積計画、千代田町新規分の受付番号１番から４番につい

て審議いたします。 

農政水産課より説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の８ページの千代田町新規分の１番から４番までの申し出について説明し

ます。 

設定する内容は、田８筆 ２３，６８７㎡、畑１筆 ９１６㎡、計９筆 ２４，６０

３㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりとなっておりますので、お目通しをお願

いします。 

説明は以上です。 

議長 

農政水産課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

異議なしと認め、質疑を終了します。 
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（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第５号、農用地利用集積計画、千代田町新規分の受付番号１番から４番について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議長 

次に、９ページから１３ページの農用地利用集積計画、千代田町再設定分の先に審議し

た受付番号１５番を除く、受付番号１番から受付番号４５番について審議いたします。 

農政水産課より説明を求めます。 

農政水産課  

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の９ページの千代田町 再設定１番から１３ページの４５番までの申し出に

ついて説明します。 

設定する内容は、最初の議事参与の制限分を含めまして、田８２筆 ２０５，２９

０㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりとなっておりますので、お目通しをお願

いします。 

説明は以上です。 

議長 

農政水産課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議長 

質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

異議なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

議案第５号、農用地利用集積計画、千代田町再設定分の受付番号１５番を除く、受付番
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号１番から４５番について、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議長 

以上で、議案第５号、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画（利用権設定関係）についての審議を終わります。 

農政水産課の皆さん、お疲れさまでした。 

（農政水産課 退室） 

 

（報告第１号 農地法第１８条第６項関係） 

議長 

次に、議案書 １５ページからの報告１号をご覧ください。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についてを議題とします。 

受付番号１番から受付番号７番までについて、事務局より報告を願います。 

事務局 【報告第１号、受付番号１番から７番について報告書を基に朗読後、説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について説明します。 

農地法第１８条第１項ただし書き第１号から第６号に該当する場合は、農業委員会に通知

しなければならないとなっていますので、提出があり受理したものを報告します。 

１５ページから１７ページに記載の受付番号１番から７番につきましては、農業経営基盤強

化促進法による賃貸借契約の合意解約です。 

説明は以上です。 

議長 

只今、事務局より報告がありましたが、報告内容等についてのご質問はありませんでしょうか。  

（なしの声あり） 

議長 

ないようですので、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について

は、只今、事務局からの報告のとおりです。 

 

（追加議案第１号 農地法第５条第４項関係） 

議長 

続きまして、追加議案を審議します。 

追加議案第１号、農地法第５条第４項の規定による協議にかかる農業委員会の意見につ

いて議題といたします。 
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事務局より説明をいたします。 

事務局 【追加議案第１号、農地法第５条第４項の規定による協議にかかる農業委員会の意

見について説明】 

 今日、お配りしております別冊 追加日程第１号、追加議案第１号の農地法第５条第４項

の規定による協議にかかる農業委員会の意見について説明します。 

これは、○○の移転改築に伴い、計画地となる現在の○○の学校用地を調査、確認した

ところ計画地と隣接農地との境界の一部が土地の現況とずれていることが分かったので、双

方合意によりあらためて測量を行い学校用地の１０．４４㎡を農地所有者が、農地の７．９３㎡

を佐賀県がそれぞれ所有権移転により取得して土地の差異を解消するものです。 

議案書の１ページの方をご覧ください。 

そこで、佐賀県が取得する土地については、佐賀県教育総務課より佐賀県農林水産部

農山漁村課を通じて、「国または県などが農地を農地以外のものにするため、これらの土地

について権利を取得などしようとする場合においては県知事などとの協議が成立することを

もって許可があったものとみなす。」という農地法第５条第４項の規定に基づく佐賀県知事と

の協議が行われますが、この協議を成立させるためには、同法第５条第５項に「都道府県知

事などは、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ農業委員会の意見を聞かな

ければならない。」とありますので、神埼市農業委員会の意見を求められたものです。 

それでは、１ページをご覧ください。 

受付番号１番、申請地の所在は神埼町○○字○○ ○○番○の一部 田７．９３㎡で、転

用の理由や譲渡し人、譲受け人、施設の用途などは記載のとおりです。 

神埼市農業委員会の意見を受けた後、佐賀県教育総務課は、速やかに農地法第５条第４

項の規定に基づく佐賀県知事との協議によって申請地を学校用地として取得する予定で、

○○の移転改築の完了は平成３３年８月を予定されています。 

申請地は農振除外は決定済みで、農地区分は「宅地化の状況が住宅地などが連たんし

ている区域に近接する１０ｈａ未満の農地の区域で」第２種農地と判断され、許可基準は「農

地法第５条第４項の規定に基づくもの」となります。 

２ページに位置図を、３ページに県より提供された地籍測量図を資料として添付していま

す。 

ご確認いただき、ご協議、ご意見をお願いします。 

説明は以上です。 

 

 

（質疑・応答） 

議長 

ただ今、説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
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追加議案第１号は、学校用地と農地について、土地の現況を測量した結果により、あらた

めて境界を定めるものでございます。 

皆さんのご意見をいただきたいと思います。何かございませんか。 

 

９番 角田良正委員 

９番の角田です。 

えーっと、地図がよくわからないんですが、当該地とのそれぞれ分筆交換ということで書か

れていますけど、３ページの④番と②番が交換ということになっているのかどうか良くわから

ないから教えてください。 

議長 

 事務局より回答をお願いします。 

事務局 

見にくくて申し訳ございません。 

３ページの図面をご覧ください。今回ご意見をいただく７．９３㎡については、申請箇所②

番としている部分です。原本には色を濃ゆく塗ったんですけど、コピーでこのようになってい

ますが、７．９３㎡のこの部分が農地の部分であったんですが、学校用地が現況出ていた部

分ということです。そして、角田委員が言われたとおり、学校用地であった部分については、

④番で、細長くですね、１０．４４㎡ありまして、ＮK１というのが申請箇所と記載している上に

ありますが、ここから北の方にＮ４２というのがございまして、その上の４２までの間となってお

りまして、基本は費用が発生しないやり取りという考え方で、面積は違いますが、等価交換と

いうことで、話し合いがついたということで県の方より聞いております。 

 

議長 

ほかに質疑はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 

他に無いようですので、質疑を終了します。 

（採決） 

議長 

これより採決に入ります。 

追加議案第１号、農地法第５条第４項の規定による協議にかかる農業委員会の意見につ

いては、「土地の現況と地籍図の差異を解消するための所有権移転であるため、異議な

し。」の意見を添えて県に回答することにいたします。 

 

議長 
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以上で本総会に付議された議案の審議は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年第５回神埼市農業委員会総会を閉会いたします。 

ご審議ありがとうございました。 

 

１０ 時 １０ 分 閉会 

 

 


